
第１　人事行政の運営の状況

１　任免及び人数の状況
　(1) 採用及び退職の状況（令和５年度）

（注） （　　）内は暫定再任用短時間勤務職員数です。

　(2) 部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　人

校舎安全対策改修関係事務の増

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　人

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　人

（注） １　職員数は一般職に属する職員数です。ただし、暫定再任用短時間勤務職員は除きます。
　　　 ２　[     ]内は、条例定数の合計です。　

　(3) 年齢別職員構成の状況（令和６年４月１日現在）

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

193 279 242 197 129 2,254職員数 2 113 199 222 266 232 180

8.56% 12.38% 10.74% 8.74% 5.73% 100%構成比 0.09% 5.01% 8.83% 9.85% 11.80% 10.29% 7.99%

43歳
区　分

20歳 60歳
計～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳

［　2,295］ ［　2,295］ [　 　0] 80.96

20歳 24歳 28歳 32歳

47歳 51歳 55歳 59歳 以上

小　計 506 505 1
合　　計 2,254 2,249 5 ＜参考＞

～ ～ ～
未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳

欠員補充、企業会計移行に伴う事務の増

その他 66 68 △ 2 整備予定施設数減に伴う事務の減

上下水道 204 203 1

公
営
企
業
等

会
計
部
門

病院 236 234 2 欠員補充
62.79

小　計 1,748 1,744 4 ＜参考＞

教育部門 364 363 1
49.71

商工 45 41 4 新産業等用地整備等の推進に係る体制整備

土木 249 254 △ 5 被災地(能登)派遣、区画整理事業に係る体制整備

衛生 203 210 △ 7 新型コロナワクチン接種実施本部の廃止

1,384 1,381 3 ＜参考＞計

長期育休対応

民生 280 275 5 こども家庭センターの設置、生活保護に係る体制整備

総務 402 398 4 全国藩校サミット等に係る事務の増、長期育休対応

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 14 14 0

税務 115 112 3

労働 4 4 0

農林水産 72 73 △ 1 長期育休終了

区分

採用者数

退職者数
【参考】Ｒ６年４月１

日採用者数

【参考】会計年度任用職員(フルタイム）

123

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

主な増減理由
令和６年 令和５年

R5.4.1
Ｒ5.4.2～
Ｒ6.3.31

R5.4.1 R6.4.1

人数 146(4) 13(0) 126 118 130

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

構成比

５年前の

構成比
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　(4) 定員管理の職員数の見込み及び進捗状況

ア　令和２年４月１日～令和７年４月１日における定員管理の見込み

人 人 人 ％

イ　定員管理の職員数の見込みの年次別進捗状況（実績）の概要 （各年４月１日現在）

（注） １　計画期間は、令和３年～令和７年の５年間です。

２　人事評価の状況

評価方法

能力評価
評価項目及び着眼点について、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を
客観的に評価します。

業績評価
職員があらかじめ設定した業務目標の達成度及び当該業務目標以外の取組によ
り、その業務上の業績を客観的に評価します。

評価結果の活用
評価結果を被評価者の任用及び給与に反映させるほか、人材育成に活用していま
す。

２　令和３年～令和６年の欄にあっては実績値を、それ以降の年の欄にあっては計画策定時の数値です。

　当市では、地方公務員法の改正に伴い、平成28年度から職員の能力評価及び業績評価に基づく人事評価制
度を実施しています。

対象職員 一般職の常勤職員、暫定再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員

評価期間 毎年４月１日から翌年３月31日まで

△ 60

累計増減員数 0 △ 20 23 33 37 △ 23

年次別増減員数 0 △ 20 43 10 4

115

合計 2,215 2,195 2,238 2,248 2,252 2,192

暫定再任用 128 120 109 105 81

2,151 2,068

任期付 2 11 14 20 20 9

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

常勤一般職 2,085 2,064 2,115 2,123

R2年 R3年 R4年 R5年 R6年 R7年

基準年

1.0

職員数 職員数

2,215 2,192 23

令和2年4月1日 令和7年4月1日 純減数 純減率
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３　給与の状況
　(1) 人件費の状況

　(2) 職員給与費の状況

（注）１　職員数及び給与費には、会計年度任用職員を含んでいません。
　　　２　職員数は令和５年４月１日現在の人数です。
　　　３　職員手当には退職手当を含んでいません。

　(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）

　(4) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和６年４月１日現在）
　 ア　一般行政職

歳 円 円

　 イ　技能労務職

歳 人 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円

　ウ　高等学校教育職

歳 円 円

（注） １　　「平均給料月額」とは、令和６年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

盛岡市 46.4 406,344 463,991

２　　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの
　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

うち自動
車運転手

51.6 28 292,843 334,413

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

うち清掃
職員

50.7 29 293,634 329,330

うち学校
給食員

52.0 75 307,855 328,153

盛岡市 51.9 231 304,711 329,915

うち用務
員

52.6 77 306,309 326,217

盛岡市 40.8 307,028 368,938

区　　分 平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額

ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

1,744 6,911,152 1,324,762 2,845,845 11,081,759 6,354

給与費Ｂ／Ａ

R5年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

区　分
職員数 給　　与　　費　Ｂ 一人当たり

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　　Ｂ

%

278,410 131,148,887 1,031,954 15,814,827 12.1 11.8
R5年度

人　　　　　　千円　　　　　千円　　　　　千円 %

（参考）

（令和５年度末） Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 令和４年度の人件費率
区　分

住民基本台帳人口 歳出額 実質収支 人件費 人件費率
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　(5) 職員の初任給の状況（令和６年４月１日現在）

円

円

円

円

円

　(6) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和６年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

（注）　一般行政職（高校卒）の経験年数20年、技能労務職（中学卒）の経験年数10年・20年・25年・30年及び教育

　　　職（高等学校教育職）の25年・30年の該当者はいません。

　(7) 一般行政職の級別職員数の状況（令和６年４月１日現在）

主事、技師

主事、技師

主任、主査

主査、係長

副主幹、室長、課長補佐

課長、主幹

次長、参事

部長、監

（注）１　盛岡市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

８　級 20 1.8%

合　計 － 1,141 100.0%

６　級 81 7.1%

７　級 30 2.6%

４　級 161 14.1%

５　級 167 14.6%

２　級 186 16.3%

３　級 351 30.8%

区　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１　級 145 12.7%

- - - -

教育職（高等
学校教育職）

大学卒 333,424 410,020 - -

- 377,467 375,650

技能労務職
高校卒 230,500 228,900 271,940 335,355

中学卒

経験年数25年 経験年数30年

一般行政職
大学卒 264,977 354,620 379,444 398,685

高校卒 225,850

教育職（高等学
校教育職）

大学卒 221,500

区　　  分 経験年数10年 経験年数20年

一般行政職
大学卒 197,800

高校卒 167,900

技能労務職
高校卒 165,300

中学卒 152,400

区　　分 盛岡市

１級

12.7%

１級

13.6%

１級

13.1%

２級

16.3%

２級

16.8%
２級

17.3%

３級

30.8%

３級

27.9%
３級

22.3%

４級

14.1%
４級

15.5%
４級

21.2%

５級

14.6%

５級

14.8%

５級

15.3%

６級

7.1%

６級

6.8%
６級

6.8%

７級

2.6%
７級

2.9%
７級

2.2%

８級

1.8%
８級

1.7%
８級

1.8%
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令和６年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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　(8)　職員の手当の状況
　 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　
（令和５年度支給割合） （令和５年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算 ５％～20％

（注） 1 　1 人当たり平均支給額は、一般職の職員（パートタイム会計年度任用職員を除く）に支給された平均額です。
　　　 ２　 (  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。　

イ 退職手当（令和６年４月１日現在）

（支給率） （支給率）

勤続20年 月分 月分 勤続１年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続２年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続３年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 　定年前早期退職者特例措置

　（2%～20%の割増）

千円 千円 千円 千円

（注）　 退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。

 　ウ　地域手当（令和６年４月１日現在）

千円

  円

盛岡市 ％ 0 人 ％

東京都特別区 ％ 7 人 ％

％ 2 人 ％

0 0

20 20

医療職給料表(1)の
適用を受ける職員

16 16

支給実績（令和５年度決算） 5,804

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 644,917

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度

１人当たり平均支給額　　 2,819 21,621 １人当たり平均支給額　　 66 153

47.709 47.709

39.7575 47.709 1.5066 2.511

28.0395 33.27075 1.0044 1.674

19.6695 24.586875 0.5022 0.837

一般職の常勤職員 フルタイム会計年度任用職員

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

職制上の段階、職務の級等による加
算措置

なし

2.50 2.00 2.60 －

(1.375) （0.975）

一般職の常勤職員 フルタイム会計年度任用職員

１人当たり平均支給額（令和５年度） １人当たり平均支給額（令和５年度）

1,531 361
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　 エ　特殊勤務手当（平成26年４月１日現在）　 エ　特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）

支給実績（令和５年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度）

手当の種類（手当数）

手当の名称

・１日3,000円（患者等の身体に
接触し，又は患者等に長時間にわ
たり接して行う作業その他市長が
これに準ずると認める作業にあっ
ては，１日4,000円）

社会福祉業務手当

・福祉事務所に勤務し、社会福祉法
第15条第１項第１号に規定する指
導監督を行う職員及び同項第２号
に規定する現業を行う職員
・障害者に対する支援等に関する
業務で庁外で行うものに従事した身
体障害者福祉司及び知的障害者
福祉司
・行旅病人及行旅死亡人取扱法に
よる行旅死亡人の措置作業又は墓
地、埋葬等に関する法律第９条第１
項の規定による火葬に直接従事（火
葬場に勤務する職員を除く）した職
員

・要保護者に対する面接、調
査、生活指導等に関する業務

・障害者に対する支援等に関
する業務で庁外で行うもの

・行旅病人及行旅死亡人取扱
法による行旅死亡人の措置作
業又は墓地、埋葬等に関する
法律第９条第１項の規定による
火葬に直接従事（火葬場に勤
務する職員を除く）

・１日400円

・１日400円

・１件2,600円

防疫等作業手当

(1)感染症等（感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関
する法律に規定する感染症、狂
犬病予防法に規定する狂犬病、
家畜伝染病予防法に規定する家
畜伝染病その他の家畜の伝染性
疾病及び検疫法に規定する検疫
感染症をいう。）の患者等の救
護、感染症等の病原体に汚染さ
れた物件等の処理作業又は感染
症等の病原体を有する家畜等に
対する防疫作業に従事する職員

(2)狂犬病予防法の規定に基づく
犬の捕獲又は犬の処分の作業に
従事する職員
(3)在宅結核患者に対する訪問指
導に従事する職員
(4)動物の愛護及び管理に関する
条例（岩手県条例）の規定に基
づく犬の捕獲、犬の処分又は犬
の薬殺の作業に従事する職員

(1)感染症等（感染症の予防
及び感染症の患者に対する
医療に関する法律に規定す
る感染症、狂犬病予防法に
規定する狂犬病、家畜伝染
病予防法に規定する家畜伝
染病その他の家畜の伝染性
疾病及び検疫法に規定する
検疫感染症をいう。）の患
者等の救護、感染症等の病
原体に汚染された物件等の
処理作業又は感染症等の病
原体を有する家畜等に対す
る防疫作業に従事
(2)狂犬病予防法の規定に基
づく犬の捕獲又は犬の処分
の作業に従事
(3)在宅結核患者に対する訪
問指導に従事
(4)動物の愛護及び管理に関
する条例（岩手県条例）の
規定に基づく犬の捕獲、犬
の処分又は犬の薬殺の作業
に従事

・１日350円

・１日380円

・１日300円

・１日380円

(5)特定新型インフルエンザ等か
ら市民の生命及び健康を保護す
るための措置に係るものとして
患者等の移送又は当該移送に係
る自動車における患者等への付
添い、患者等の存する病院又は
宿泊施設等における長時間にわ
たる連絡調整又は患者等の健康
管理、特定新型インフルエンザ
等の病原体に汚染された物件又
は汚染の危険がある物件の処
理、その他市長がこれに準ずる
と認める作業に従事する職員

(5)特定新型インフルエンザ
等から市民の生命及び健康
を保護するための措置に係
るものとして患者等の移送
又は当該移送に係る自動車
における患者等への付添
い、患者等の存する病院又
は宿泊施設等における長時
間にわたる連絡調整又は患
者等の健康管理、特定新型
インフルエンザ等の病原体
に汚染された物件又は汚染
の危険がある物件の処理、
その他市長がこれに準ずる
と認める作業に従事

15

主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

賦課徴収手当

・納税課又は健康保険課に勤務し、
市税徴収事務に従事した職員
・市税又は市税外歳入の賦課のた
めの調査、評価、検査等又は徴収
に関する事務（上記を除く）で庁外
で行うものに従事した職員

・市税徴収事務

・市税又は市税外歳入の賦課
のための調査、評価、検査等
又は徴収に関する事務（上記
を除く）で庁外で行うもの

・１日400円

・１日400円

24,080 千円

77,429 　円

15.7 　％
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　　　（注）　 支給実績及び職員１人当たり平均支給年額には、フルタイム会計年度任用職員及び技労職員等であるパートタイム
　　　　　　　会計年度任用職員分も含んでいます。

　 　オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 397

支給実績（令和５年度決算） 566,071

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 349

支給実績（令和４年度決算） 638,957

教員特殊業務手
当

盛岡市立高校に勤務する教諭、
養護教諭、常勤講師、実習助手
等

学校の管理下において行う
非常災害時等の緊急業務、
修学旅行等において行う引
率・指導業務に従事

１日1,800円～8,000円

教育業務連絡指
導手当

盛岡市立高校に勤務し、教務そ
の他の教育に関する業務につい
ての連絡調整及び指導助言の業
務に従事する主任等の教諭等

教務その他の教育に関する
業務についての連絡調整及
び指導助言の業務に従事

１日200円

高所作業手当

地上又は水面上10メートル以上
の足場の不安定な箇所で測量、
調査又は工事の監督の作業に従
事した職員

地上又は水面上10メートル
以上の足場の不安定な箇所
で測量、調査又は工事の監
督の作業に従事

・30メートル以上の高所における
作業　１日240円（作業時間が４
時間未満１日150円）
・10メートル以上30メートル未満
の高所における作業　１日160円
（作業時間が４時間未満１日100
円）

坑内作業手当

道路建設課、河川課若しくは玉
山事務所又は玉山総合事務所建
設課に勤務する職員

トンネルの坑内で掘削作業
又は工事の監督、検査等に
従事

・１日360円（作業時間が４時間
未満１日210円）
・圧搾空気内で作業を行った場合
１時間160円）

特殊自動車運転
手当

道交法施行規則第２条の表に掲
げる特殊自動車の運転に従事し
た職員

道交法施行規則第２条の表
に掲げる特殊自動車の運転
に従事

１日350円（作業時間が４時間未
満の場合は，１日210円）

土地買収等交渉
手当

土地、家屋その他物件の移転若
しくは買収又は土地境界査定の
ため現地において直接交渉
（国、地方公共団体等との交渉
を除く）に従事した職員

土地、家屋その他物件の移
転若しくは買収又は土地境
界査定のため現地において
直接交渉（国、地方公共団
体等との交渉を除く）に従
事

１日330円

土木作業手当 道路管理課に勤務する職員 道路の整備作業に直接従事 １日190円
動物飼育手当 動物の飼育業務に従事する獣医師 動物の飼育業務 １日520円

衛生検査業務手
当

保健所に勤務し、
(1)病理試験及び細菌検査に従事
する職員
(2)化学的試験又は検査に従事す
る職員

病理試験及び細菌検査に従
事
化学的試験又は検査に従事

日額              520円

日額              260円

清掃業務手当

資源循環推進課及び清掃事業施
設(クリーンセンター、収集セン
ター、リサイクルセンター及び
玉山廃棄物処分場）に勤務する
職員

・ごみ焼却、ごみ埋立又は
ごみ破砕業務に直接従事
・ごみの収集及び運搬業務
に直接従事
・ごみ処理施設に付設され
た汚水処理施設の槽内にお
ける清掃作業及び故障によ
る機械の分解作業で、市長
が指定するものに直接従事
・ごみ焼却施設の炉内の清
掃作業並びにごみ埋立施設
の破砕機内の清掃作業及び
故障による機械の分解作業
で、市長が指定するものに
直接従事

・１日400円（三交代制勤務職員
は，１勤務450円）
・１日240円

・１日700円

・１日650円

と畜検査手当
と畜場法に基づく検査作業に従
事すると畜検査員である職員

と畜場法に基づく検査作業
に従事

１日520円

精神保健福祉業
務手当

障がい福祉課、保健所又は玉山
総合事務所健康福祉課に勤務す
る保健師で、精神保健及び精神
障害者福祉に関する法律に基づ
く精神保健及び精神障害者の福
祉に関する相談又は指導等で、
精神障害者を訪問する業務に従
事する職員

精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律に基づく精
神保健及び精神障害者の福
祉に関する相談又は指導等
で、精神障害者を訪問する
業務に従事

１日300円
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　　 カ　その他の手当（令和６年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

　（注） 支給実績及び職員１人当たり平均支給年額には、フルタイム会計年度任用職員及び技労職員等であるパートタ
　　　 イム会計年度任用職員分も含んでいます。また、派遣団体先が支給すべき給与を立替払いした分も含んでいます。

68,014義務教育等教
員特別手当
教職調整額

盛岡市立高校、盛岡市立幼稚園
の教員に支給。（月額：8,000円
以内）

－ 国に制度なし

4,557 千円

61,069

災害派遣手当

災害応急対策又は災害復旧のた
め派遣された職員で住所又は居
所を離れて滞在することを要す
るものに対し支給。（日額：
3,970円～6,620円）

－ 国に制度なし

0 千円 0

寒冷地手当

基準日（11月から３月までの各
月の初日）に在職する職員（東
京事務所に勤務する職員を除
く）に支給。（月額：7,360円～
17,800円）

同じ －

103,756 千円

876,600

宿日直手当

正規の勤務時間以外の時間及び
休日等に、本来の勤務に従事し
ないで、庁舎や設備等の保全を
目的とする勤務を行った場合に
支給。（勤務１回：5,800円）

異なる

国では4,400円 0 千円 0

管理職手当
管理又は監督の地位にある職員
に支給。（月額：93,700円以
内。）

異なる
職務級に応じた
手当月額

122,724 千円

0

管理職員特別
勤務手当

管理職手当の支給を受ける職員
が、臨時又は緊急の必要等によ
り週休日又は休日等に勤務した
場合、若しくは災害への対処そ
の他の緊急の必要により週休日
又は休日等以外の日の午前零時
から午前５時までの間の正規の
勤務時間以外の時間に勤務した
場合に支給。（勤務１回：
4,000円～18,000円）

異なる

国では4,300円～ 92 千円 18,400

夜間勤務手当

正規の勤務時間として、午後10
時から翌日の午前５時までの間
に勤務することを命ぜられ勤務
した職員に支給。（１時間：勤
務１時間当たりの給与額×
25/100）

同じ －

0 千円

休日勤務手当

休日において、正規の勤務時間
中に勤務することを命ぜられ、
勤務した職員に支給。（１時
間：勤務１時間当たりの給与額
×135/100）

同じ －

10,751 千円 21,417

71,592

単身赴任手当

異動等に伴い転居し、やむを得
ず配偶者と別居し、単身で生活
することとなった職員等で、異
動前の住居から勤務所までの距
離が60Km以上の者に支給。（月
額：30,000円、距離により加算
有り。）

異なる

距離区分及び月
額

2,568 千円 513,600

通勤手当

通勤のために交通機関を利用
し、又は自動車等を使用してい
る職員（片道２キロメートル未
満を除く）に支給。
（月額：運賃相当額が55,000円
までは全額、交通用具使用者は
35,500円以内。）

異なる

自動車等使用者
の支給距離区分
と手当月額

132,517 千円

224,150

住居手当

住宅を借り受け月額 12,000 円
を超える家賃を支払っている職
員に支給。（月額：27,000円以
内）

異なる

手当の上限額
（国では28,000
円）その他手当
額の計算方法

148,681 千円 287,585

支給実績（令和
５年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額（令和
５年度決算）

内容及び支給単価

扶養手当

扶養親族のある職員に支給。
（月額：配偶者・父母等6,500円
（行政職８級相当の職員は3,500
円）、子１人当たり10,000円
（年齢等による加算有り））

同じ －

152,198 千円

手　当　名
国の制度
との異同

国の制度と異な
る内容
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  (9) 特別職の報酬等の状況

円

円

円

円

円

月分

月分

（１期の手当額） （支給時期）

（任期ごと）

　給料月額×在職月数×0.33 （任期ごと）

　　　（注）１　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月）勤

　　 　めた場合における退職手当の見込額です。

　　 ２　令和５年９月２日に在職する市長の今任期に係る退職手当は、支給しないこととしています。（　）内は、

　　　 支給するとした場合における１期勤めたときの退職手当の金額です。

  (10) 公営企業職員の状況
　　ア　上下水道事業
　　 (ｱ)　職員給与費の状況

　　　２　資本勘定支弁職員に係る職員給与費を含んでいません。

（注）１　フルタイム会計年度任用職員を含んでいます。
　　　２　職員手当には退職手当を含んでいません。
      ３　職員数は、令和５年４月１日現在の人数です。

　　 (ｲ)　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和６年４月１日現在）

歳 円 円

　　（注）１　フルタイム会計年度任用職員を含んでいます。
　　　　　２　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいます。

　　 (ｳ)　職員の手当の状況
　　ａ　期末手当・奨励手当

千円　 千円　
（令和５年度支給割合） （令和５年度支給割合）

期末手当 奨励手当 期末手当 奨励手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算 ５％～20％

（注）  (  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。　

職制上の段階、職務の級等による加
算措置

なし

2.500 2.000 2.500 －

(1.375) （0.975）

一般職の常勤職員 フルタイム会計年度任用職員

１人当たり平均支給額（令和５年度） １人当たり平均支給額（令和５年度）

1,528 478

平均年齢 基本給 平均月収額

41.7 318,759 484,218

207 762,552 143,778 276,996 1,183,326 5,717
R5年度

千円 千円 千円 千円 千円

Ｂ／ＡＡ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　Ｂ

（注）１　フルタイム会計年度任用職員を含んでいません。

区分 職員数 給 与 費 一人当たり給与費

13,050,707 2,016,297 1,164,130 8.9 9.2

％
R5年度

千円 千円 千円 ％

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

実質収支 職員給与費比率 R4年度の総費用に占め
る職員給与費比率

区分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める （参考）

0

(31,681,920)

副 市 長 13,970,880

退
職
手
当

（算定方式）

市 長 　給料月額×在職月数×0.58

期
末
手
当

市 長 　　（令和５年度支給割合）

副 市 長 3.40

議 長 　　（令和５年度支給割合）

副 議 長 3.40

議 員

報
酬

議 長 711,000

副 議 長 645,000

議 員 617,000

区 分 給料月額等

給
料

市 長 1,138,000

副 市 長 882,000
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 ｂ　退職手当（令和６年４月１日現在）

（支給率） （支給率）

勤続20年 月分 月分 勤続２年 月分

勤続25年 月分 月分 勤続３年 月分

勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 　定年前早期退職者特例措置

　　　　　　　　　（2～20%の割増（市と同じ））

千円 千円 千円

（注）　 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した職員に支給された平均額です。

 　　 ｃ　特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）
千円

　円

　％

正規の勤務時間以外（深夜を除
く。）に行われる作業に従事し
た職員

日額
　　　290円

現場作業手当

浄水施設の工事若しくは維持
管理の作業、配給水管等の工
事若しくは維持管理の作業、
応急給水作業又は量水器の修
理点検の作業に従事した職員
（緊急作業手当が支給される
職員を除く。）

深夜（午後10時から翌日の午前
５時までの間をいう。以下この
表において同じ。）に行われる
作業に従事した職員

日額
　　　570円

その他の時間に行われる作業に
従事した職員

日額
　　　230円

作
業
手
当

正規の勤務時間以外（深夜を除
く。）に行われる作業等に従事
した職員

日額
　　　880円

坑内作業手当
トンネルの坑内でトンネルの
掘削作業又は工事の監督、検
査等の作業に従事した職員

圧搾空気内で行われた作業に従
事した職員

１時間
　　　160円

高所作業手当

地上又は水面上30メートル以上の足場の不安定な箇所で作業に
従事した職員

日額　240円
（作業時間４時間未満
の場合は、150円）

地上又は水面上10メートル以上30メートル未満の足場の不安定
な箇所で作業に従事した職員

日額　190円
（作業時間４時間未満
の場合は、100円）

緊急作業手当

災害又は予測し難い事故の発
生により緊急に処理する必要
が生じたことにより正規の勤
務時間以外に行われる作業等
に従事した職員

深夜に行われる作業等に従事し
た職員

日額
　　1,060円

土地買収等交渉手当
土地、家屋その他の物件の移転、買収若しくは補償又は土地境
界査定のための現地における直接交渉（国、地方公共団体その
他別に定める者との交渉を除く。）に従事した職員

日額
　　　300円

有害物取扱手当
水質管理センターにおいて有害化学物質等を取扱う業務に従事
した職員（管理職手当を支給される職員を除く。）

日額
　　  260円

交代制勤務手当 浄水場において交替制勤務に従事した職員
日額
　　　400円

滞納整理手当
料金の滞納整理業務に従事した職員（管理職手当を支給される
職員を除く。）

日額
　　  400円

その他の作業に従事した職員
日額　360円
（作業時間４時間未満
の場合は、210円）

手当の種類（手当数） 10

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
左記職員に対する

支給単価

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 26,363

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） 53.8

支給実績（令和５年度決算） 2,953

１人当たり平均支給額　　 205 18,369 １人当たり平均支給額　　 451

47.709 47.709

39.7575 47.709

28.0395 33.27075 2.5110

19.6695 24.586875 1.6740

一般職の常勤職員 フルタイム会計年度任用職員

自己都合 勧奨・定年 任期満了
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　　  ｄ　時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

　　　（注）　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含んでいます。

 　　 ｅ　その他の手当（令和６年４月１日現在）  

円

円

円

円

円

円

円

円

円

　　イ　病院事業

　　 (ｱ)　職員給与費の状況

　　　ａ　決算

（注） １　職員手当には退職手当を含んでいません。

       ２　職員数は、令和５年４月１日現在の人数です。

255 970,463 529,065 390,936 1,890,464 7,414
R5年度

千円 千円 千円 千円 千円

Ｂ／ＡＡ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　Ｂ

区分 職員数 給 与 費 一人当たり給与費

4,763,542 △ 896,545 2,626,136 55.1 54.1

％
R5年度

千円 千円 千円 ％

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

実質収支 職員給与費比率 R4年度の総費用に占め
る職員給与費比率

（注）支給実績及び職員１人当たりの平均支給年額には、暫定再任用職員及びフルタイム会計年度
任用職員分を含んでいます。

区分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める （参考）

68,824寒冷地手当 市と同じ 13,146 千円

宿日直手当 勤務1回　11,900円 異なる

勤務１回
あたりの
単価が異
なる

4,356 千円 335,031

869,914管理職手当 市と同じ 12,179 千円

管理職員
特別勤務手当

市と同じ 0 千円 0

千円 0夜勤手当

正規の勤務時間とし
て午後10時から午前
５時まで勤務
（25/100）

同じ 0

単身赴任手当 市と同じ 0 千円 0

通勤手当 市と同じ 10,083 千円 58,278

住居手当 市と同じ 17,434 千円 295,488

千円 253,524

（令和５年度決算）

扶養手当 市と同じ 26,367

国の制度
との異同

国の制度
と異なる
内容

支給実績 支給職員１人当た
り平均支給年額手　当　名 内容及び支給単価 （令和５年度決算）

支給実績（令和４年度決算） 48,884

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 280

（注）支給実績及び職員１人当たりの平均支給年額には、暫定再任用職員及びフルタイム会計年度任用職員を含んで
います。

支給実績（令和５年度決算） 57,314

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 302

防疫等作業手当

特定新型インフルエンザ等（新型インフルエンザ等対策特別措
置法（平成24年法律第31号）第２条第１号に規定する新型イン
フルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条
第１項に規定する政府対策本部が設置されたもの（管理者が定
めるものに限る。）をいう）の病原体に汚染された物件又は汚
染の危険がある物件の処理に従事した職員

日額
　　　3,000円

水質検査業務に従事する職員
日額
　　　260円作

業
手
当

下水道業務手当
下水道施設管理課に勤務し下
水道業務に直接従事した職員

下水道の維持管理業務又は当該
業務計画書の作成のための実地
調査に従事した職員

日額
　　　410円
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 　　(ｲ)　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和６年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいます。  

 　　(ｳ)　職員の手当の状況
 　　 ａ　期末手当・勤勉手当 　 ｂ　退職手当（令和６年４月１日現在）

１人当たり平均支給額（令和５年度） （基本額） 勧奨・定年

千円　 勤続20年 月分 月分

（令和５年度支給割合） 勤続25年 月分 月分

期末手当　 勤勉手当 勤続35年 月分 月分

月分 月分 最高限度額 月分 月分

（ ） 月分 （ ） 月分 その他の加算措置　定年前早期退職者特例措置定年前早期退職者特例措置

（加算措置の状況） （2～20％の割増）

・役職加算 ５～20％（市と同じ）

（注）　(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。

 　　 ｃ　特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）
千円

　円

　％

医事薬事業務手当
診療、病理細菌の検査若しくは研究又は
薬事の試験等に従事する医師、歯科医師
及び薬剤師

○医師及び歯科医師
・基本額
　給料月額の100分の20を乗じた額に1万
2,000円を加算した額
・役付職員加算額
　副院長　　5万円
　診療部長、手術部長、医療支援部長　4万
円
　医療連携支援センター長、科長及び医長
2万円
・経験年数加算額
　経験年数に応じ、11万5,000円以内の額
・当直診療加算額
　副院長、診療部長、手術部長、医療支援部
長及び医療連携支援センター長
　宿日直及び深夜診療の時間１時間につき
2,000円以内の額。但し、16万5,000円から役
職加算額及び経験年数加算額を減じた額を限
度
○薬剤師
　薬剤部長　　2万4,000円
　その他の職　1万3,000円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支　給　単　価

手当の種類（手当数） 6

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 675,551

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） 93.2

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度中に退
職した職員（会計年度任用職員を除く）に支給された平均額で
す。

支給実績（令和５年度決算） 158,079

職制上の段階、職務の級等による加算措置 １人当たり平均支給額 2,361 千円 15,804 千円

1.375 0.975

2.500 2.000 47.709 47.709

39.7575 47.709

1,601 19.6695 24.586875

28.0395 33.27075

自己都合

事務職員 41.2 316,246 568,771

看護師 38.0 296,950 481,923

医師 45.4 481,131 1,318,255

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額
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救急看護等業務手当 病院に勤務する看護師及び准看護師
勤務１月につき、12,000円の範囲内で管理者
の定める額

地域医療活動手当

地域医療活動に従事する医師、歯科医師
及び薬剤師

地域医療活動とは、市立病院が委託契約
等を締結して行う次に掲げるもの
(1) 嘱託医
(2) 産業医
(3) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
(4) 市町村検診医
(5) その他委託契約等を締結したもの

◎ (1)から(4)に係る手当額
○医師及び歯科医師
対象数に応じ、勤務1回につき次の額
・50人未満　　        1万1,000円
・50人以上100人未満　 1万7,000円
・100人以上150人未満　2万2,000円
・150人以上200人未満　3万3,000円
・200人以上300人未満　4万4,000円
・300人以上　　       5万5,000円
○薬剤師
勤務1回につき次の額
・薬剤部長　 　1万1,000円
・薬剤副主幹　　　7,900円
・その他の職員　　7,500円
◎ (5)に係る手当額
勤務１日につき5万5,000円の範囲内で管理者
の定める額

待機手当

薬剤師、臨床検
査技師、診療放
射線技師及び看
護師

休日等又は夜間の急
患対応当番業務に従
事したとき

当番１回につき800円

夜間看護手当
病棟に勤務する
看護師又は准看
護師

正規の勤務時間によ
る勤務の一部又は全
部が深夜（午後10時
から翌日の午前５時
まで）において看護
等の業務に従事した
とき

勤務1回につき次の額
・深夜における勤務時間が4時間以上の場合
3,550円
・深夜における勤務時間が2時間以上4時間未
満である場合　3,100円
・深夜における勤務時間が2時間未満である
場合　2,150円
（交通機関使用の場合は、加算措置あり）

病院勤務手当
病院に勤務する職員（医事薬事業務手当
の支給を受ける職員を除く。）

○普通手当（勤務1月につき次の額）
・看護部長、副看護部長及び看護師長
5,300円
・臨床検査副主幹、臨床検査主査、主任臨床
検査技師、臨床検査技師、放射線副主幹、放
射線主査、主任診療放射線技師及び診療放射
線技師　7,800円
・看護師長補佐、主任看護師、看護師、准看
護師、理学療法主査、主任理学療法士、理学
療法士、作業療法主査、主任作業療法士、作
業療法士、視能訓練主査、主任視能訓練士、
視能訓練士、言語聴覚主査、主任言語聴覚
士、言語聴覚士、臨床心理主査、主任臨床心
理師、臨床心理師、歯科衛生主査、主任歯科
衛生士及び歯科衛生士　4,700円
（変則勤務職員にあっては、7,000円）
・看護の補助的業務に従事する職員　3,400
円
・栄養主査、主任栄養士及び栄養士　1,900
円
○特別手当
・精神病棟又は感染症の患者が入院している
病棟における勤務1月につき3,100円
・新型コロナウイルス感染症から市民の生命
及び健康を保護するための措置に係るものと
して管理者が定める作業に従事した職員　作
業１日につき3,000円（患者等の身体に接触
し、又はこれらの者に長時間にわたり接して
行う作業、その他管理者がこれに準ずると認
める作業に従事した場合にあっては4,000
円）
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 　　 ｄ　時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

 　　 ｅ　その他の手当（令和６年４月１日現在）  

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

４　勤務時間その他の勤務条件の状況

 (1) 勤務時間の状況

（注）　１　勤務時間には休憩時間は除きます。

　 　２ 勤務時間の割り振りは、勤務場所や職種により異なります。

 (2) 年次有給休暇の取得状況（令和５年１月１日～令和５年12月31日）
日

 (3) 育児休業等の取得状況（令和５年度）

 (4) 介護休暇の取得状況（令和５年度）

 (5) 時間外勤務の状況（令和５年度）

５　分限処分及び懲戒処分の状況（令和５年度）

0 1 1 2

停職 免職 計

人数 53 0 0 53 0

区分 分限処分 懲戒処分

休職 降任 免職 計 戒告 減給

284,865 145.8

総時間数 一人あたりの時間数

区分 男性 女性 計

人数 1 4 5

人数 28 53 81 2 11 13

男性 女性 計 男性 女性 計

区分 育児休業 部分休業

平均取得日数 14.4

千円 60,086

勤務時間 勤務時間の割り振り

１週につき38時間45分、１日につき７時間45分 午前８時30分から午後５時15分まで

寒冷地手当 市と同じ 13,459

宿日直手当 市と同じ 8,505 千円 303,750

管理職手当 市と同じ 6,499 千円 928,457

千円 114,193

休日勤務手当 市と同じ 3,541 千円 90,787

夜間勤務手当 市と同じ 14,617

通勤手当 市と同じ 13,985 千円 60,675

268,028住居手当 市と同じ 21,978 千円

地域手当 市と同じ 38,186 千円 954,645

221,018扶養手当 市と同じ 22,323 千円

国の制度
との異同

国の制度
と異なる
内容

支給実績 支給職員１人当たり平均
支給年額

初任給調整手当 市と同じ 98,704 千円 3,184,008

（令和５年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 478

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 567

支給実績（令和４年度決算） 124,167

支給実績（令和５年度決算） 135,962

手　当　名 内容及び支給単価 （令和５年度決算）
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６　服務の状況

 (1) 営利企業等従事の許可状況（令和５年度）

７　退職管理の状況

　　　令和５年度退職者における再就職の状況

人

人

人

人

（注）　再就職：営利企業などへの再就職

８　研修の状況

 (1) 研修の実施状況（令和５年度）　

ア　イ、ウ以外市長部局（他の任命権者からの委任分を含む。）

一般

派遣

特別

イ　上下水道局

ウ　市立病院

エ　教育委員会

いじめ対策についての研修 1 62

合計 20 1,187

コンプライアンス研修 15 930

教育相談校内研修会 1 62

学校給食調理員研修会（食中毒
予防、衛生管理のポイント、食
品表示等について）

1 40

新採用及び異動職員研修 1 36

学校職員実技研修（樹木剪定研
修）

1 57

合計 220 2,282

研修名 実施回数 受講者数

企業職員研修 75 2045

派遣研修 145 237

合計 196 1,365

研修名 実施回数 受講者数

上下水道局職員特別研修 5 439

上下水道局視察研修 8 23

上下水道局技術継承研修等 39 322

上下水道業務報告会 3 138

派遣研修 140 426

上下水道局新任職員研修 1 17

合計 118 3,175

研修名 実施回数 受講者数

（自治大学校等） 80 155

（交通安全講習会等） 22 2,198

研修名 実施回数 受講者数

（新採用職員研修等） 16 822

　　　　条例第２条及び第３条に規定する学校）の校長の退職者数　 21

(2) 盛岡市立高等学校の校長及び盛岡市立学校（盛岡市立学校に関する条例

　　第２条及び第３条に規定する学校）の校長 20

【参考】盛岡市立高等学校の校長及び盛岡市立学校（盛岡市立学校に関する

対象者 人数

(1) 課長級以上の地位にあった者 2

　【参考】課長級以上の退職者数 10

報酬を得て何らかの事務又は事業に従事すること 55 学校運営協議会委員、非常勤講師等

計 64

営利企業等の役員を兼ねること 1 団体役員

自ら営利を目的とする私企業を営むこと 8 農業、不動産の賃貸等

区分 件数 主な内容
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９　福祉及び利益の保護の状況

 (1) 健康診断の実施状況（令和５年度）

 (2) 福利厚生の状況

　 ア　盛岡市職員互助会の主な事業
　　(ｱ) 貸付事業

　　(ｲ) 給付事業（入学祝金、永年勤続祝金、療養見舞金）

　　(ｳ) 保健事業（人間ドック利用助成事業、インフルエンザ予防接種助成事業）

　　(ｴ) その他の事業（保養施設等利用助成事業、保険取扱事業、各種厚生事業）

　 イ　財源内訳 (令和５年度決算額）

円 円 円 円

　 ウ　盛岡市上下水道局職員互助会の主な事業及び事業内容

　　(ｱ) 貸付事業

　　(ｲ) 給付事業(入学・卒業祝金、永年勤続祝金、療養見舞金、弔慰金)

　　(ｳ) 保健事業(人間ドック利用助成事業、県健康福利機構ライフプラン等参加助成事業)

　　(ｴ) その他の事業(保養施設等利用助成事業、保険取扱事業、各種厚生事業)

　 エ　盛岡市上下水道局職員互助会の財源内訳（令和５年度決算額）

円 円 円 円

 (3) 公務災害及び通勤災害の認定状況（令和５年度）

第２　公平委員会の業務の状況

１　勤務条件に関する措置の要求の状況（令和５年度） 該当なし

２　不利益な処分に関する審査請求の状況（令和５年度） 該当なし

件数 12 4 16

区分 公務災害 通勤災害 計

(73.5%) (0.0%) (26.5%)

2,424,000 0 873,282 3,297,282

(48.1%) (0.0%) (51.9%)

掛金 補助金 手数料等収入 計

　地方公共団体は、地方公務員法第42条において職員の福利厚生の計画を樹立し実施することが義務付
けられており、当市では、盛岡市職員互助会及び盛岡市上下水道局職員互助会で保健事業など各種福利
厚生事業を行っています。
　盛岡市職員互助会（令和６年４月１日現在会員数2,004名）及び盛岡市上下水道局職員互助会（令和
６年４月１日現在会員数205名）は、掛金及び手数料収入を財源に事業を実施しています。
  また、県内の市町村職員を会員とする(一財)岩手県市町村職員健康福利機構に加入しています。

掛金 補助金 手数料等収入 計

8,783,751 0 9,475,903 18,259,654

実施回数 6 3 31 40

受診者数 2,201 245 6,949 9,395

区分

定期健康診断 特殊健康診断 特別健康診断

計(胸部・循環器系) (深夜業務従事職員検
診等)

（胃部検診、女性職
員検診、VDT検診等）
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